　処務規程例　
　処務規程例　
処　務　規　程

（目的）
第１条	○○マンション再生組合定款（以下「定款」という。）第○条第○項及び第○条に規定する業務の執行については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
（理事の職務）
第２条	理事は、理事会を組織して組合の業務に関し重要な事項を議決し、組合の業務を執行する。
（総務及び会計担当理事）
第３条	理事会は、組合業務の円滑な執行を行うため、理事の中から会計担当理事１名を指名するものとする。
２		会計担当理事は、別に定める会計規程に基づき、その事務をつかさどる。
（監事の職務）
第４条	監事は、定款第○条に定める職務を行い、理事会に出席して意見を述べることができる。
（理事会）
第５条	理事会は、定例会及び臨時会とする。
２		理事会は、理事の半数以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
３　　定例会は、原則として毎週○曜日（または毎月第○△曜日）に開催する。
４　　臨時会は、理事長が必要と認めたときに開催する。
５　　理事長は、理事及び監事から会議の目的たる事項を示して要求があったときは、理事会の招集しなければならない。
（理事会の議決）
第６条	理事会の議長は、理事長が務めるものとし、理事長が欠席した場合は副理事長が務めるものとする。
２		副理事長のうちで議長を務める順序については、理事長があらかじめ定めておくものとする。
３　　理事会の議事は、理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
（参考人）
第７条	理事長は、組合員又は組合員以外の者が、理事会に出席して意見を述べることを認めることができる。
（必要議決事項）
第８条	定款第○条に掲げる総会の議決事項については、あらかじめ理事会の議決を経なければならない。
　２　　理事長は、前項に定めるもののほか、組合の運営上重要と認める事項については、理事会に付議又は報告するものとする。
（理事長の専決事項）
第9条 次に掲げる事項は、理事長の専決事項とする。
　一　　１件５万円未満の会計規程に定める事務諸費の支出に関する事項
　二　　定例に属する関係機関への報告及び連絡に関する事項
（代決）
第10条	前条に掲げる事項に関する決議について、理事長に事故があるときは副理事長がこれを代決し、執行するものとする。
　２　　　副理事長の代決の順序は、定款第○条第○項の規定に基づき定められた順序によるものとする。
（議事録）
第11条	理事会の議事は、その概要を簡潔に収録するものとする。


付　　　　則
本規程は、　　年　　月　　日から施行する。



